
  ○ミツバチを飼育する場合（自家用飼育も含む）は、届出が必要です。 （養蜂振興法：平成２４年６月改正）

  ○提出書類は、「目的」と「飼い方」によって異なります。

　

  ○自宅住所地以外で、蜂蜜などを販売及び譲渡することを目的として蜜蜂を飼育される方については、事前に転飼許可申請が必要となります。
    （養蜂振興法に係る局長通知の改正：令和５年11月改正、徳島県みつばち転飼条例施行規則：令和６年３月改正）

・飼育届          …（様式1）

・土地使用承諾書 …（様式3）

             附近の詳細な見取り図
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巣箱を自宅住所地から 移動させる 

巣箱を自宅住所地から 移動させない 

・飼育届 …（様式1）

・転飼許可申請書 …（様式第1号第2条関係）

・土地使用承諾書 …（様式3）

             附近の詳細な見取り図

※ 転飼の許可には手数料が必要
→ １群あたり１５０円

  （納付については、後日通知します）

・飼育届           …（様式1）
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目的 飼い方 提出書類

＜提出書類について＞ ※セイヨウミツバチ、ニホンミツバチ共通


